
開発事業における埋蔵文化財の取扱いについて 
 

開発事業者の皆様へ 
（民間・私人） 

土木工事等を行う前に当該地が埋蔵文化財の包蔵地かどうか，教育委員会 
生涯学習課へ問い合わせをしてください。℡６４－１１１１内線２２８ 
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指 示 事 項 の 通 知 

現状保存 発掘調査 工事立会 慎重工事 その他 
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周知の埋蔵文化財包蔵地外だが，隣接して
いるなど，包蔵地である可能性が高い地域 

周知の埋蔵文化財の包蔵地である場合 

教育委員会と協議 

現状保存(協定
書等の取り交
わし) 

土木工事等を行う
場合の届出（文化
財保護法９３条） 
《60日前までに》 

工事等で遺跡が新
発見された場合 

教育委員会による 
踏  査 
試掘調査 

遺跡なし 遺跡あり 

遺跡発見の届出(文化財保護法９６条) 

教育委員会と協議 

現状保存(協
定書等の取
り交わし) 

土木工事等を行う場合の届出（文化財
保護法９３条）《60日前までに》 

確 認 調 査 

教育委員会と協議 

茨城県 
教育委員会 

調査体制の整備・条件整備 

発掘調査の届出・報告(文
化財保護法９２条) 

発 掘 調 査 

現状保存等 

遺構なし 

遺構検出 

教育委員会と協議 

現状保存(協定書等
の取り交わし) 重要遺構の検出 

教育委員会と協議 

調査終了 
終了確認依頼 

(県教委) 

整理・保存処理等の

作業(報告書作成) 

工 事 の 施 工 


